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花ことば：心のうつくしさ、精神の美



2／社会保険あきた／27年4･5月

秋田県社会保険協会からのお知らせ

制度別社会保険事務担当者講習会を開催

　一般財団法人秋田県社会保険協会では、
２６年度事業として２月に秋田・鷹巣・大
曲・本荘の４会場において「保険・年金セ
ミナー」を開催しました。
　社会保険事務を担当されている方を対象
に、講師は社会保険労務士にお願いしまし
た。健康保険と年金及び雇用保険の給付に
ついて、実例をあげながらのわかりやすい
説明で好評でした。
　全会場で実施したアンケートの結果を踏
まえ、更に充実したものにするため、工夫
を凝らし、少しでもお役に立てる説明会を
企画していきたいと考えています。

　一般財団法人秋田県社会保険協会理事会・
評議員会が去る３月20日に秋田市内で開催
され、平成27年度事業計画案と収支予算案
が承認されました。主な事業計画は次のとお
りです。

(1) 広報活動を実施する。
　①広報誌「社会保険あきた」を隔月発行する。
　②社会保険関係の参考図書を配布し、制度の周知
　　を図る。
　③年金委員及び健康保険委員設置事業所に対し、
　　「月刊社会保険」を配付する。
(2) 社会保険新任担当者事務説明会及び、年金制度、
　　健康保険制度別事務説明会等を開催する。
(3) 年金相談等について協力連携に努める。
(4) 生活習慣病予防健診・特定健診の受診勧奨につ
　　いての広報を実施する。

(1) 健康管理意識の向上に資するため、事業所等に
　　おいて講習会を実施し従業員の健康づくりをサ
　　ポートする。
(2) 体育活動として各種球技大会等を実施する。
(3) 健康づくり事業等社会保険協会事業に積極的に協
　　力いただいている優良事業所の表彰を実施する。
(4) 健康管理セミナー・ライフセミナーを開催する。

　秋田県社会保険委員会連合会及び各地区社会保険
委員会の活動を支援する。

社会保険関係団体等への活動支援

事業計画案・予算案を承認

保険年金セミナー 「社会保険と労働保険の給付」



社会保険あきた／27年4･5月／3

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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4／社会保険あきた／27年4･5月

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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全国健康保険協会 秋田支部
協会けんぽ



6／社会保険あきた／27年4･5月

日本年金機構からのお知らせ
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8／社会保険あきた／27年4･5月

日本年金機構からのお知らせ

　

２
０
１
０
年
１
２
月
１
日
、
そ
の
日
に
起
こ
っ
た
恐
ろ
し
い
出
来
事
を

私
は
一
生
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。
昼
休
み
中
の
私
に
母
か
ら
要
領
の
得
な
い

電
話
が
か
か
っ
て
来
た
。
何
で
も
、
息
子
の
上
司
と
い
う
人
か
ら
電
話
で
、

息
子
が
工
場
で
け
が
を
し
た
と
い
う
の
だ
。
母
も
良
く
事
態
を
飲
み
こ
め

な
い
様
子
な
の
で
、
折
り
返
し
電
話
を
し
よ
う
と
し
た
時
、
夫
か
ら
の
電

話
が
あ 

っ
た
。
息
子
が
、
会
社
で
木
材
を
裁
断
す
る
機
械
に
は
さ
ま
れ

て
、
左
の
手
首
を
切
断
し
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　

取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
、
夫
と
二
人
で
息
子
が
運
ば
れ
た
病
院
へ
向

か
っ
た
。
会
社
の
人
達
も
多
勢
来
て
く
れ
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
手
術
室
へ

向
か
う
と
い
う
息
子
は
、
私
の
顔
を
見
る
と
、
「
ダ
イ
ジ
ョ
ウ
ブ
、
ダ
イ

ジ
ョ
ウ
ブ
」
と
笑
っ
て
言
っ
た
。
麻
酔
も
か
か
っ
て
い
な
く
て
、
痛
み
は

極
限
に
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
に
、
私
を
心
配
さ
せ
ま
い
と
言
っ
た
言
葉

に
涙
が
出
た
。

　

と
り
あ
え
ず
、
切
断
し
た
手
首
を
接
着
す
る
手
術
に
入
る
。
五
時
間
か

け
て
手
術
が
終
わ
り
、
何
と
か
、
繋
が
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
み
ん
な
の
願

い
も
空
し
く
、
接
着
し
た
手
は
、
日
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
黒
く

干
涸
び
て
指
の
先
か
ら
壊
死
し
て
い
っ
た
。
あ
き
ら
め
て
再
切
断
し
た
の

は
、
十
日
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
点
で
、
息
子
は
障
害
者
と
な
っ

た
。

　

入
院
中
は
、
友
達
や
、
会
社
の
人
達
も
多
勢
見
舞
い
に
来
て
く
れ
て
、

明
る
く
ふ
る
ま
っ
て
い
た
息
子
で
は
あ
っ
た
が
、
や
は
り
、
手
が
な
く
な

っ
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
の
心
に
重
い
翳
を
落
と
し
た
の
だ
っ
た
。
「
右

手
で
な
く
て
良
か
っ
た
ね
」
な
ど
と
な
ぐ
さ
め
の
こ
と
ば
を
か
け
て
く
れ

た
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、
本
人
に
と
っ
て
は
、
深
く
傷
つ
く
も
の
で
あ
っ

た
。

　

そ
れ
で
も
彼
は
、
何
と
か
片
手
で
出
来
る
よ
う
に
と
、
リ
ハ
ビ
リ
も
頑

張
っ
た
。
そ
う
し
た
折
、
筋
電
義
手
と
い
う
も
の
の
存
在
を
知
り
、
川
崎

の
労
災
病
院
に
二
ヶ
月
入
院
し
て
、
義
手
の
適
応
訓
練
を
受
け
、
細
か
い

作
業
は
出
来
な
い
に
し
て
も
、
何
と
か
日
常
生
活
が
出
来
る
ま
で
に
な
っ

た
。
前
向
き
に
生
き
よ
う
と
彼
は
決
断
し
て
会
社
へ
も
復
帰
し
た
。

　

私
は
、
勤
め
先
で
、
年
金
の
事
を
少
し
勉
強
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
、

障
害
年
金
の
事
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
ま
ず
、
障
害
の
程
度
か
ら
等
級

を
調
べ
る
と
、
片
手
の
前
腕
切
断
は
、
二
級
に
該
当
す
る
事
が
分
か
っ
た
。

そ
し
て
、
二
級
で
は
、
障
害
厚
生
年
金
と
障
害
基
礎
年
金
の
両
方
を
受
給

出
来
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。

　

た
だ
、
私
に
は
一
つ
心
配
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
年
金
の
支
給

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
保
険
料
の
納

付
期
間
が
、
全
期
間
の
三
分
の
二
以
上
あ
る
か
、
あ
る
い
は
事
故
の
前
々

月
ま
で
の
一
年
間
、
き
ち
ん
と
保
険
料
を
納
付
し
て
あ
る
か
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

　

息
子
が
大
学
生
の
時
は
経
済
的
な
理
由
で
、
学
生
納
付
特
例
制
度
を
利

用
し
た
が
、
そ
の
期
間
も
、
納
付
期
間
に
入
る
こ
と
が
分
か
り
安
心
し
た
。

た
だ
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
、

そ
の
間
の
保
険
料
が
納
付
し
て
あ
る
か
も
心
配
で
あ
っ
た
が
、
国
民
年
金

の
納
付
書
が
届
い
た
時
に
私
の
方
で
払
っ
て
お
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

こ
れ
で
何
と
か
年
金
を
受
給
で
き
る
と
思
っ
て
ほ
っ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

障
害
年
金
の
手
続
き
は
、
会
社
の
方
で
面
倒
を
み
て
い
た
だ
き
、
平
成

２
３
年
９
月
に
、
そ
の
年
の
１
月
に
遡
及
し
て
の
金
額
が
振
り
込
ま
れ
た
。

そ
の
後
二
ヶ
月
に
一
度
き
ち
ん
と
振
込
ま
れ
て
い
る
。

　

息
子
は
、
現
場
の
仕
事
か
ら
事
務
仕
事
に
な
り
、
毎
日
パ
ソ
コ
ン
に
向

か
っ
て
頑
張
っ
て
い
る
。
彼
が
、
こ
れ
か
ら
、
ど
う
い
う
人
生
を
生
き
て

い
く
か
、
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
ハ
ン
デ
ィ
を
負
っ
て
い
る
者
に
と
っ

て
、
一
生
を
担
保
し
て
も
ら
え
る
障
害
年
金
は
有
難
い
。

　

今
、
若
者
の
年
金
の
納
付
率
が
下
が
っ
て
い
る
と
聞
く
が
、
私
は
若
い

人
達
に
向
か
っ
て
、
進
言
し
た
い
。
一
生
の
う
ち
に
は
、
予
期
し
な
い
事

が
、
多
々
起
こ
る
も
の
だ
。
そ
の
為
の
お
守
り
と
し
て
、
年
金
の
納
付
は

続
け
よ
う
。
本
当
に
困
っ
た
時
は
、
相
談
す
れ
ば
、
免
除
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
年
金
と

き
く
と
年
寄
り
の
た
め
の
も
の
と
い

う
認
識
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
こ
と
も
覚
え
て

お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。



社会保険あきた／27年4･5月／9

妻死亡時の夫に対する遺族年金について

Ｑ 　私（56歳）は妻と高校１年生（16歳）の息子と3人で
暮らしていましたが、平成27年2月に妻が急死しました。
私に遺族年金は支給されますか。共稼ぎで、２人とも厚
生年金加入中でした。

Ａ　　　　あなたは、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受
　　　給することができます。

（１）遺族基礎年金
　平成26年3月までは妻が死亡したとき夫には遺族基
礎年金は支給されませんでしたが、法改正により平成
26年4月からは18歳未満の子を生計維持していると
き、夫に遺族基礎年金が支給されるようになりました。
遺族基礎年金には子の加算額が加算され、受給権は子
が18歳に達した以後の最初の3月31日が終了したと
きに消滅します。

（２）遺族厚生年金
　平成26年3月までは妻が死亡したとき夫が55歳以

上であれば受給権が発生（60歳までは支給停止）し、
60歳から支給されていましたが、法改正により平成
26年4月からは、妻死亡時に夫が55歳以上であれば、
60歳前でも遺族基礎年金の受給権を有する場合は、
支給停止が解除され支給されることになりました。し
たがって、遺族基礎年金の受給権が消滅するまで遺族
厚生年金は支給され、その後は60歳に達するまで遺
族厚生年金は支給停止となります。
　60歳に達すると遺族厚生年金が支給されるように
なりますが、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生
した場合は、いずれかを選択受給することになります。

秋田駅西口バスターミナル
2014 年度グッドデザイン金賞受賞

遺族基礎年金・
遺族厚生年金、ともに支給

遺族基礎年金失権
遺族厚生年金支給停止 遺族厚生年金支給 選　　　択

H27.2（56 歳） 60 歳
子の18歳到達
以後の3月31日

特別支給の老齢厚生
年金受給権発生
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職
場
内
で
回
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し
ま
し
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第158回　眠れてますか？睡眠に心配はないですか？

★ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）

年金についての相談やお問い合わせ先

　春眠暁を覚えずで、なかなか布団から出れない朝をお過ごしの方がいる一方、「眠りたいけど眠れない」「夜中
に目が覚める」「夜が怖い」など睡眠に問題を抱えている方も多いようです。今回は、不眠のチェックと考えられ
る疾患についてお知らせします。よく眠れないままでいるとうつ病に罹りやすくなったり、睡眠不足から大きな事
故を引き起こすこともあります。気になる方は早めに受診しましょう。

平成27年５月 平成27年６月
日 月 火 水 木 金 土

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。
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休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

一般財団法人秋田県社会保険協会
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A. 寝つきは？（布団に入ってから眠るまで要する時間） E. 全体的な睡眠の質は？
0 いつも寝つきは良い 0 満足している
1 いつもより少し時間がかかった 1 少し不満
2 いつもよりかなり時間がかかった 2 かなり不満
3 いつもより非常に時間がかかったか、全く眠れなかった 3 非常に不満か、全く眠れなかった
B. 夜間、睡眠途中に目が覚めることは？ F. 日中の気分は？
0 問題になるほどでなかった 0 いつも通り
1 少し困ることがあった 1 少しめいった
2 かなり困っている 2 かなりめいった
3 深刻な状態か、全く眠れなかった 3 非常にめいった
C. 希望する起床時間より早く目覚め、それ以上眠れな
 かったか？ G. 日中の活動について（身体的および精神的）
0 そのようなことはなかった 0 いつも通り
1 少し早かった 1 少し低下
2 かなり早かった 2 かなり低下
3 非常に早かったか、全く眠れなかった 3 非常に低下
D. 総睡眠時間は？ H. 日中の眠気について
0 十分である 0 全くない
1 少し足りない 1 少しある
2 かなり足りない 2 かなりある
3 全く足りないか、全く眠れなかった 3 激しい

アテネ不眠尺度（ＡＩＳ）
あなたの睡眠は大丈夫？不眠の状態をチェックしてみましょう

体の病気による体調
・かゆみや痛みがある
・トイレのため何度も目覚める

睡眠相後退症候群
・睡眠時間帯が遅い方にずれている
・極端な宵っ張りの朝寝坊

睡眠時無呼吸症候群
・いびきをよくかく
・睡眠中の呼吸が不規則
・朝起きた時に頭痛がしたり、ノドが渇いている
・高血圧や肥満がある
・あごが小さい
・夜中に何度も目覚める、あるいは日中の眠気
　が強い

むずむず脚症候群
・夕方から夜にかけて脚がむずむず・ちくちく・
　ひりひりする
・脚に虫が這うような不快感がある
・家族に脚を動かしていると言われたことがある
・寝つきが悪い

周期性四肢運動障害
・睡眠中に足が動く、あるいは体の動きが多い
・寝つきが悪い、さらに夜中によく目覚める
薬剤性不眠
・他の病気の治療薬を飲んでいる

うつ病
・気分がすぐれない、もの悲しい
・不安が強い
・やる気が出ない、興味がわかない

睡眠相前進症候群
・朝早くに目覚めて、その後は眠れない
・夕方や夜の早い時間から眠くなる

精神生理性不眠
・寝つきが悪い
・眠ってしまえば、朝までぐっすりねむられる

2000年、世界保健機構（ＷＨＯ）が中心となって設立した「世界睡眠・保健プロジェクト」が作成した世界共通の不眠判定法。これまでに経
験した「睡眠トラブル」について自己評価し、それを記録することが目的です。
※注意すべき点：「不眠症」と「睡眠不足」の違い。「不眠症」は、寝るための時間はきちんと確保しているのに寝られず、日中のだるさや眠気
などで昼間の活動に支障をきたしてしまう状態。「睡眠不足」は、夜更かしをしたり睡眠時間を削って仕事や遊びをして日中眠気を感じてし
まう状態。
下記のＡ～Ｈの8つの質問に答えてください。
過去１カ月間に少なくとも週３回以上経験したものについて、あてはまる数字１つに○をつけてください。

アテネ不眠尺度が６以上 考えられる疾患

判定：数字の合計
4未満：睡眠障害の心配はない
4～5：不眠症の疑いが少しある
　⇒心配なら専門医の医師に相
　　談しましょう
6以上：不眠症の疑い
　⇒早めに専門の医師に相談し
　　ましょう 
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